
事業系廃棄物の受入について 
～平成 30年 4月１日から受入基準が変更となります～ 

事業系廃棄物受入基準

以下に掲げる「事業系一般廃棄物」又は「資源ごみ」に限り受け入れ、それ以外の「産業廃棄物」などは受

入しない。

搬入条件

1. １事業所から資源ごみを多量（４ｔ車１台程度以上）に搬入する場合は、事前に受入施設に廃棄物の種類・
重量・搬入日などを連絡し、許可を受けること。

2. 搬入車両は、廃棄物等が飛散・落下しないよう必要な措置を講ずること。
3. 一関清掃センターへ搬入する場合は、ひとつの廃棄物の大きさが長さ２ｍ以内、太さ 20㎝以内とすること。
4. 大東清掃センターへ搬入する場合は、ひとつの廃棄物の大きさが長さ１ｍ以内、太さ 10㎝以内とすること。
5. 搬入物の内容の確認を職員が求めた場合は、協力しなければならない。

その他

次のいずれかに該当すると認めた場合は、搬入者に廃棄物の持ち帰り、搬入停止その他必要な指示をする。

① 廃棄物の発生場所が、清掃センター管内以外であることが判明した場合。

② 搬入禁止物を搬入しようとした場合。

③ 廃棄物を分別しないで搬入しようとした場合。

④ 搬入の承認を受けないで搬入しようとした場合。

⑤ 搬入者及び搬入物を偽って搬入しようとした場合。

⑥ 職員の指示に従わなかった場合。

受入施設

事業系の廃棄物を受入る施設は、廃棄物の排出された場所ごとに下表のとおりとする。

施設名 問い合わせ先 廃棄物の排出場所

一関清掃センター 21-2157 一関市（一関地域、花泉地域）、平泉町

大東清掃センター 75-3149 一関市（大東地域、千厩地域、東山地域、室根地域、川崎地域、

藤沢地域）




